
�愛媛県告示第１５７８号

中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号）第５５条

第１項の規定により、次のとおり第二種大規模小売店舗立地法特例

区域を定めた。

平成２１年１２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

松山市千舟町五丁目７番１
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�愛媛県告示第１５７９号

次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２１年１２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市朝倉北乙１の１、乙２の１、乙１０の１、乙１２の２、乙１５

の１から乙１５の１０まで、乙１６の３から乙１６の５まで、乙１６の７、

乙２４の１２から乙２４の１４まで、乙２４の１７、乙２４の３７、乙２４の４０、朝

倉上乙１１５６の１、乙１１５６の６、乙１１５６の８、乙１１５６の７９、乙１１５６

の１０１、乙１１５６の１３５、乙１１５９の１、乙１１６６の２、朝倉南丙４９の１、

丙５４、丙５５、丙５６の１、丙５７の１、丙５８の１、丙５８の２、丙６０、

丙６１の１、丙６２の１、丙６２の２、丙６３の１、丙６３の２、丙６４から

丙６６まで、丙１２０の１、丙１２１の１、丙１５４、丙１５６の６、丙１５７の

１、丙１６１の３、丙１７０の９、丙１７０の１１、丙１７１の１、丙１７１の３、

丙１７１の６、丙１７１の１０、丙１７１の１１、丙１７２の４から丙１７２の１２ま

で、丙１７２の１６から丙１７２の１８まで、丙１７２の２５、丙１７２の２９

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

朝倉北乙１５の２・乙１５の８・乙１５の９・乙２４の１７・乙２４の

４０・朝倉南丙１７１の１・丙１７１の６・丙１７２の７・丙１７２の１０・

丙１７２の１１・丙１７２の２９（以上１１筆について次の図に示す部分

に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１５８０号

次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２１年１２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡愛南町増田９５

２ 指定の目的

干害の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種を定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び愛南

町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１５８１号

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第９条第１項の規定により、

次のとおり建築士の免許を取り消した。

平成２１年１２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１５８２号
次のとおり落札者を決定した。

平成２１年１２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１５８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、西条市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の届

出があった。

平成２１年１２月２２日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�愛媛県告示第１５８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１５８５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成２１年１２月２２日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 指定年月日及び番号

平成２１年１２月１４日 ２１中建築（道）第６号

２ 道路の位置

伊予郡松前町大字北黒田字粟津４２３番１

幅員 ４．００メートル

延長 ２６．８０メートル

３ 申請人の住所及び氏名

松山市保免西一丁目３番９号

有限会社アイティスタッフ 代表取締役 鶴田 秀美

４ 図面省略

�愛媛県告示第１５８６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年１２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

免許の取消
年月日

免許の取消しを受けた建築士
免許の取消
しの理由氏 名

二級建築士
又は木造建
築士の別

登録番号

平成２１年
１０月３０日 兵頭 籾男 二級建築士

愛媛県知事
登録
第４３５９号

死亡による

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

県立学校校務用パソコン
１，５９７台

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２１年１１月１３日
四国通建株式会社
愛媛県今治市南大門町
一丁目１番地の１５

１７８，４４７，５００円 一般競争入札 平成２１年１０月２７日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用道路整備事業 小松地区 平成１９年２月２８日

農業用用排水施設整備事業 小松地区 平成１９年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久万中山線
伊予郡砥部町高市２５６７番４から

同町高市２５９２番まで

旧 ４．６～１８．２
８．５～５３．７

０．５４９
０．６１０

新 ８．５～５３．７ ０．６１０
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�愛媛県告示第１５８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１５８８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県八幡浜保健所及

び八幡浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２１年１２月２２日

愛媛県八幡浜保健所長 寺 本 辰 之

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

西南開発株式会社

八幡浜市保内町宮内１の３００番地１

代表取締役社長 高橋 忍

２ 事業場の名称及び所在地

西南開発株式会社

八幡浜市保内町宮内１の３００番地１

３ 特定施設に関する事項

� 洗浄施設（�１２）

� 湯煮施設（�１５）

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第１３１７１号 平成１７年
８月２９日 八代架設 鈴木 忠男 八幡浜市五反田２－１３３８

－５１
平成２１年
１１月１８日 とび・土工工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８１号
北宇和郡松野町大字吉野２９４５番２から

同町大字吉野１４９番２まで
平成２１年１２月２２日

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４５０

最大 ６５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １８０

最大 ４４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２．０

最大 １９．２

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第１
第１８号の２ ハ 洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり２２リットル吐出

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８号の２ ロ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１．５トン処理（容量３００リット
ル）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０

最大 ６０
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� 湯煮施設（�１６）

� 湯煮施設（�２７）

� 湯煮施設（�３３）

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．１５

最大 ０．６

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第４号 ニ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３トン処理（容量６００リット
ル）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０

最大 ６０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９．６

最大 １４．４

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０

最大 ６０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９．６

最大 １４．４

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第４号 ニ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３トン処理（容量６００リット
ル）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８号の２ ロ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３トン処理（容量６００リット
ル）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ２００
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� 膜分離槽（�３４）

� 凝集加圧浮上（�３５）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 膜分離槽（既設）

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．１

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第７４号 特定事業場から排
出される水の処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１，０００立方メートル処理

設 置 年 月 日 平成１６年４月１日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２２年２月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３５

最大 ４５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８９２

最大 １，０００

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８４

最大 １０９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２７

最大 １６９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 ６７８

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第７４号 特定事業場から排
出される水の処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１８０立方メートル処理

設 置 年 月 日 昭和４４年８月４日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２２年２月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

設 置 年 月 日 平成１６年４月１日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理＋物理処理

処 理 施 設 の 型 式 膜分離活性汚泥

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

調整槽
縦１２．３メートル 横５．５メートル
高さ ６メートル
膜分離槽
縦１１．２メートル 横１０．７５メートル
高さ４．９５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 生物処理＋物理処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３３０

最大 ４５０

通常 ３５

最大 ４５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４８０

最大 ６５０

通常 ５

最大 １０
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� 凝集加圧浮上（既設）

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４０

通常 １５

最大 ２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 １０

通常 ３

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８９２

最大 １，０００

通常 ８９２

最大 １，０００

設 置 年 月 日 昭和４４年８月４日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 凝集加圧浮上＋パームチャット

処 理 施 設 の 構 造 鋼鉄製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１３メートル 横 ４メートル
高さ１．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり１８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 物理処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３３０

最大 ４５０

通常 ８４

最大 １０９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４８０

最大 ６５０

通常 １２７

最大 １６９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４０

通常 ２５

最大 ４０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 １０

通常 ３

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 ６７８

通常 ０

最大 ６７８

備考：膜分離槽で処理できない場合のみ使用

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３５

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ９０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，２６２

最大 ３，１５８

備考：この他に雨水排水口が１箇所ある。
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